
令和８年教育委員会４月定例会 

 

日　時：令和８年４月30日（木）午後１時30分 

場　所：北秋田市役所第二庁舎 １階 第三会議室 

 

署名　　　教育長　　　　　　　　　　　　　　　　　 

署名　　　　　　　　　委員　　　　　　　　　　　　 

 

次　　　第 

 

１　開　会 

 

２　前回委員会会議録の承認 

 

３　諸報告 

　　（１）教育長報告 

　　　　　　①　動静報告 

 

　　（２）各課所管事項 

　　　　　・教育総務課 

　　　　　　　①　４月行事報告及び５月行事予定 

　　　　　　　②　あきたリフレッシュ学園 

　　　　　　　③　学校給食 

　　　　　・学校教育課 

　　　　　　　①　４月行事報告及び５月行事予定 

　　　　　　　②　学校の状況 

　　　　　・生涯学習課 

　　　　　　　①　４月行事報告及び５月行事予定 

　　（３）各課工事等発注状況 

 

４　案　件 

（１）承認第７号 市議会提出議案に関する意見聴取について（専決第11号　専決処分の

承認を求めることについて（専決第５号　令和７年度北秋田市一般会計

補正予算（第16号））の関係部分） 

（２）承認第８号 市議会提出議案に関する意見聴取について（専決第12号　専決処分の

承認を求めることについて（専決第10号　令和８年度北秋田市一般会

計補正予算（第１号））の関係部分） 

（３）議案第15号 北秋田市公印の押印の見直しに伴う関係規則の整備に関する教育委員会

規則の制定について 

 



（４）議案第16号 北秋田市公印の押印の見直しに伴う関係告示の整備に関する教育委員会

告示の制定について 

（５）報告第４号 専決処理の報告について（専決第10号　北秋田市教育委員会事務局職

員への休職発令について） 

（６）報告第５号 専決処理の報告について（専決第13号　北秋田市幼保小架け橋委員会

委員の委嘱について） 

（７）報告第６号 専決処理の報告について（専決第14号　北秋田市教育支援委員会委員

の委嘱について） 

（８）報告第７号 専決処理の報告について（専決第15号　北秋田市不登校対策検討委員

会委員の委嘱について） 

（９）報告第８号 専決処理の報告について（専決第16号　学校医等の委嘱について） 

（10）報告第９号 専決処理の報告について（専決第17号　北秋田市学校結核対策委員会

委員の委嘱について） 

（11）報告第10号 専決処理の報告について（専決第18号　学校事務共同実施グループリ

ーダー等の任命について） 

 

５　その他　 

　　（１）機構図について 

（２）次回の教育委員会定例会の開催日について 

（３）その他 

　　　　 

６　閉　会
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【教 育 総 務 課】

①　４月行事報告及び５月行事予定

月日 曜 報    告    事    項 場      所 備      考

1 水 令和８年度定期人事異動辞令交付式 第二庁舎第三会議室

10 金 あきたリフレッシュ学園始業式 学童研修センター

30 木 教育委員会４月定例会 第二庁舎第三会議室

月日 曜 予    定    事    項 場      所 備      考

1 金 北秋田市教育委員会教育長任命書交付式 本庁舎応接室

14・15木・金
第76回全国都市教育長協議会定期総会並びに
研究大会高知大会

高知県高知市

18 月 令和８年度北秋田市奨学資金貸付審査会 第二庁舎第三会議室

21 木 教育委員会委員任命書交付式 本庁舎応接室

21 木 第１回総合教育会議・教育委員会５月定例会 市民ふれあいプラザ

29 金 県都市教育長協議会定期総会 秋田市役所

29 金 県市町村教育委員会連合会定期総会 秋田市役所

②　あきたリフレッシュ学園

（１） 利用状況

　　市内小学生　 男子 １人　 女子 ０人

　　市外小学生　 男子 ０人　 女子 ０人

　　市内中学生　 男子 ３人　 女子 ３人

　　市外中学生　 男子 ２人　 女子 ０人

　　　　　　　　 男子 ６人　 女子 ３人

　　市内小学生　 男子 ０人　 女子 ０人

　　市外小学生　 男子 １人　 女子 ０人

　　市内中学生　 男子 ０人　 女子 １人

　　市外中学生　 男子 ０人　 女子 ０人

                男子 １人　 女子 １人

（２） 活動内容

行  事  報  告  

行  事  予  定  

学園生　　９人

（４月１日現在）

体験入園　２人

（３月１日～31日）

（３月15日～

    ４月14日）

4
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卓球、水辺の生き物調査、冬囲い外し、タイヤ交換体験、パークゴルフ場整備

3



③　学校給食

（１） ４月の地場産物メニューの紹介

【鷹巣北部】「山の恵みいっぱいの肉うどんメニュー」　　４月９日（木）提供

・北秋田市産食材：うどん、山菜水煮（ふき、わらび、ぜんまい）

【鷹巣南部】「新学期のお祝いメニュー」　　４月７日（火）提供

・北秋田市産食材：米、あきたしらかみにんにく

【もりよし】「おいしく整う大豆メニュー」　　４月９日（木）提供

・北秋田市産食材：米、大豆の水煮

・献立：たもぎ茸入り肉うどん、キャベツメンチカツ、豆乳プリンタルト 、牛乳

・献立：ご飯、鶏肉のオニオンソース焼き、じゃがいものコンソメソテー、

チンゲン菜のスープ、お祝いデザート、牛乳

・献立：コーンこんごはん、青じそいりとりつくね、大豆とひじきのにもの、

じゃがいものみそ汁、牛乳

　北秋田市産食材は、森林組合阿仁特用工場さんの「山菜水煮」です。
　たもぎ茸はきのこの仲間です。鮮やかな黄色と強い旨味が特徴で「ゴールデンしめ
じ」とも呼ばれています。お腹の中をきれいにしてくれる食物繊維が豊富ですが、その
ほかにも免疫力を上げる働きをもっています。

　北秋田市食材は、しらかみファーマーズさんの「あきたしらかみにんにく」です。
　新学期が始まりました。ひとつ学年が上がり、お兄さん、お姉さんになりましたね。
みなさんには食べる楽しみ、感謝の気持ち、栄養や食べ物についていろいろ知って欲し
いと思います。これから始まる一年間、いろいろなことを学んで、いろいろな食べ物に
出会って、いろいろな味を知る機会になるよう給食センターでは一生懸命頑張ります。
みなさんも必ずひと口は食べるように頑張ってくださいね。

　北秋田市産食材は、森林組合阿仁特用工場さんの「大豆の水煮」です。
　大豆とひじきの煮物に使われている大豆は、「畑の肉」と呼ばれるくらい栄養価の高
い食品です。体をつくるために必要なたんぱく質だけではなく、体の調子を整える「ビ
タミン類」や「ミネラル」も豊富にふくまれています。お箸を上手に使ってしっかり食
べて「大豆パワー」をいただきましょう！
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【学校教育課】
令和８年度 学校教育課

月 日 曜 計 画 事 項 場 所 備 考

1 水 春季休業日（～４／６）

3 金 市校長会総会 交流センター

7 火 各校始業式 各校

24 金
教育センター所員総会
養護・栄養部会、学校事務部会

各校オンライン
交流センター

28 火 幼保小連携会議 市民ふれあいプラザ

月 日 曜 計 画 事 項 場 所 備 考

12 火 登校支援ネットワーク会議① 第二庁舎

15 金 教育センター実技研修部会① オンライン

19 火 教育センター運営委員会① 第二庁舎

市初任者研修 第二庁舎

学校事務部会② 第二庁舎

21 木 教育センター特別支援教育部会 交流センター

22 金 市校長会経営研究会 鷹巣東小

27 水 市教育支援委員会① 第二庁舎

29 金 不登校対策検討委員会① 第二庁舎

行 事 報 告

行 事 予 定

4

【各校の入学式】
 ４月７日（火） 鷹巣中学校、森吉中学校、合川中学校、阿仁学園
 ４月８日（水） 鷹巣小学校、鷹巣東小学校、綴子小学校、清鷹小学校
         米内沢小学校、合川小学校

20 水

【運動会・体育大会の予定】
 ５月 ９日（土） 森吉中、合川中、阿仁学園
 ５月１０日（日） 鷹巣東小、綴子小、清鷹小、米内沢小、合川小
 ５月１６日（土） 鷹巣小
 ５月３１日（日） 鷹巣中
【修学旅行の予定】
 鷹 巣 中  ５月１２日（火）～１４日（木）東京
 阿仁学園後期 ５月１８日（月）～２０日（水）東京
 合 川 中  ５月２７日（水）～２９日（金）東京
 森 吉 中  ５月２６日（火）～２８日（木）東京

5
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 令和８年度　４月定例教育委員会報告

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校教育課

 

 １　令和８年４月１日現在児童・生徒数　　　（前月比）　［前年４月比］

 小学校・義務教育学校前期：　７６９人（－８７）　　［－９１］

 中学校・義務教育学校後期：　４９６人（－２２）　　［－１８］

 　　　　　　　　　　合計：１２６５人（－１０９）　［－１０９］

 ※各校の詳細は資料参照

 ※各校の前月比　　鷹巣小－１４　　鷹巣東小－８　　綴子小－１１

 　　　　　　　　　清鷹小　－９　　米内沢小－２０　合川小－２０

 　　　　　　　　　阿仁学園前期－５

 　　　　　　　　　鷹巣中－１６　　森吉中－４　　　合川中＋１

 　　　　　　　　　阿仁学園後期－３

 ２　職員の異動等

 　　※育児休業が終了し、令和８年４月１日から出勤している職員

 　　　①森吉中　教諭　　柏木　奏海

 

 ３　不審者等の情報

 　　・大館北秋田地域での新たな情報はありません。

 

 ４　クマやサルなどの目撃情報への対応

　　・４月１６日（木）午後６時３０分頃、七日市家向の比内支援学校たかのす校の敷地内で

　　　クマ１頭の目撃がありました。北秋田警察署から市教委へ連絡があり、清鷹小と鷹巣中

 　　　に市教委から注意喚起の電話をしました。

　　・４月１８日（土）午前１１時４５分頃、北秋田市阿仁真木沢鉱山地内の国道１０５号を

　　　クマ１頭が山水荘方面に横断したとの目撃情報がありました。北秋田警察署からの連絡

 　　　を受け、義務教育学校阿仁学園に市教委から一斉メールを配信しました。

　　・４月１９日（日）午後５時２５分頃、米内沢字長野１０４－１（ＪＡガソリンスタンド

　　　付近）でイノシシの目撃情報がありました。北秋田警察署からの連絡を受け、森吉中と

 　　　米内沢小の校長にメール等で情報提供しました。

 

 ５　臨時休業等

 　　・清鷹小学校３年生（１９名）　学年閉鎖（４月２１日～２３日　３日間）

 　　　４月２０日（月）段階で欠席７名（インフルＢ３名、頭痛３名、腹痛１名）

 　　　前の週も別の児童４名がインフルＢの診断。
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（単位：人）
学校名

男 15 男 21 男 32 男 27 男 29 男 28 男 152

女 18 女 14 女 16 女 25 女 30 女 22 女 125

男 2 男 5 男 8 男 4 男 5 男 3 男 27

女 8 女 7 女 5 女 8 女 9 女 1 女 38

男 3 男 4 男 3 男 5 男 5 男 6 男 26

女 5 女 7 女 2 女 6 女 7 女 6 女 33

男 5 男 8 男 10 男 17 男 8 男 12 男 60

女 7 女 10 女 9 女 4 女 10 女 16 女 56

男 5 男 10 男 7 男 11 男 9 男 5 男 47

女 5 女 12 女 8 女 7 女 12 女 10 女 54

男 4 男 12 男 10 男 17 男 14 男 10 男 67

女 8 女 6 女 6 女 10 女 11 女 16 女 57

男 2 男 0 男 1 男 1 男 2 男 5 男 11

女 1 女 3 女 1 女 4 女 5 女 2 女 16

男 36 男 60 男 71 男 82 男 72 男 69 男 390

女 52 女 59 女 47 女 64 女 84 女 73 女 379

学校名 計

男 49 男 53 男 57 男 159

女 52 女 40 女 57 女 149

男 13 男 13 男 17 男 43

女 14 女 7 女 11 女 32

男 11 男 14 男 13 男 38

女 19 女 18 女 14 女 51

男 7 男 5 男 8 男 20

女 1 女 1 女 2 女 4

男 80 男 85 男 95 男 260

女 86 女 66 女 84 女 236

1,265 

令 和 ８ 年 度 児 童 生 徒 数

　　　令和8年4月1日現在

１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 計

１年生 ２年生 ３年生

総　数

鷹巣小学校 33 35 48 52 59 50 277

鷹巣東小学校 10 12 13 12 14 4 65

綴子小学校 8 11 5 11 12 12 59

清鷹小学校 12 18 19 21 18 28 116

米内沢小学校 10 22 15 18 21 15 101

合川小学校 12 18 16 27 25 26 124

義務教育学校
阿仁学園
(前期課程)

3 3 2 5 7 7 27

計 88 119 118 146 156 142 769

鷹巣中学校 101 93 114 308

森吉中学校 27 20 28 75

合川中学校 30 32 27 89

義務教育学校
阿仁学園
(後期課程)

8 6 10 24

計 166 151 179 496
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【生涯学習課】
行　事　報　告

月 日 曜 報　告　事　項 場所 備考

１ 水 北秋田市公民館長辞令交付式 市役所第二庁舎第３会議室 ９人

２ 木 北地区社会教育主事協会臨時役員会 北秋田地域振興局 13人

13 月 第１回家庭教育支援チーム会議 市民ふれあいプラザ ７人

16 木 市町村教育委員会生涯学習・社会教育主管課長会議 県生涯学習センター

21 火 マタギの地恵体験学習会第1回実行委員会 前田公民館

23 木 青少年育成北秋田市民会議　総会 市民ふれあいプラザ

24 金 北地区社会教育主事協会総会・第１回研修会 市民ふれあいプラザ

行　事　報　告

月 日 曜 報　告　事　項 場所 備考

行　事　報　告

月 日 曜 報　告　事　項 場所 備考

13 月 合川ことぶき大学第１回役員会 合川公民館 　　9人

行　事　報　告

月 日 曜 報　告　事　項 場所 備考

17 金 森吉大学運営委員会 森吉公民館

24 金 森吉大学開講式 森吉公民館

行　事　報　告

月 日 曜 報　告　事　項 場所 備考

行　事　報　告

月 日 曜 報　告　事　項 場所 備考

5 日 おはなし会「おはなしでてこいみに」 鷹巣図書館 4人

11 土 おはなし会「おはなしぱれっと」 森吉図書館 3人

18 土 おはなし会「おはなしでてこい」 文化会館会議室

22 水 令和８年度第１回北秋田市図書館協議会 文化会館会議室

令和８年 生涯学習係

令和８年 鷹巣地区公民館

令和８年 合川公民館

令和８年 森吉・前田公民館

令和８年 阿仁・大阿仁公民館

令和８年 鷹巣・森吉図書館

４

４

４

４

４

４
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行　事　予　定

月 日 曜 予　定　事　項 場所 備考

15 金 高鷹大学　入学・開講式 市民ふれあいプラザ

15 金 秋田県社会教育主事連絡協議会総会 県生涯学習センター

18 月 第２回家庭教育支援チーム会議 市民ふれあいプラザ

20 水 県生涯学習奨励員協議会総会・研修会 県生涯学習センター

26 火 第１回北秋田市社会教育委員の会議 市民ふれあいプラザ

第１回北秋田市生涯学習奨励員協議会・研修会 市民ふれあいプラザ

行　事　予　定

月 日 曜 予　定　事　項 場所 備考

16 土 定期講座「エンジョイ講座」 七座公民館

行　事　予　定

月 日 曜 予　定　事　項 場所 備考

17 日 第51回誕生の森記念植樹 合川中グラウンド

25 月 短期講座「手前みそ作り講座」 合川公民館

26 火 合川ことぶき大学「入学式・開講式」 合川公民館

行　事　予　定

月 日 曜 予　定　事　項 場所 備考

行　事　予　定

月 日 曜 予　定　事　項 場所 備考

29 金 阿仁生き活き大学　入学式・開講式並びに第１回学習会 阿仁公民館

行　事　予　定

月 日 曜 予　定　事　項 場所 備考

１ 金 第２回人と本を繋ぐ「本の交換会」 市民ふれあいプラザ ～20日

9 土 おはなし会「おはなしぱれっと」 森吉図書館

13 水 秋田県図書館協会役員会 県立図書館・オンライン

16 土 おはなし会「おはなしでてこい」 文化会館会議室

27 水 秋田県図書館協会総会・秋田県図書館長会議 県生涯学習センター・オンライン

令和８年 生涯学習係

下旬

令和８年 鷹巣地区公民館

令和８年 合川公民館

令和８年 森吉・前田公民館

令和８年 阿仁・大阿仁公民館

令和８年 鷹巣・森吉図書館

5

5

5

5

5

5

9



（単位：円）

契　約

年月日

～

対象となる工事発注等は
ありません

～

～

工　事　等　発　注　一　覧　表 

令和８年３月１日～令和８年３月31日

　※　150万円以上（消費税含む）

番号 工事名又は業務名等 契約金額 工期 請負業者名
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承認第７号 

 

 

 

  市議会提出議案に関する意見聴取について（専決処分の承認を求めることについて（専

決第５号 令和７年度北秋田市一般会計補正予算（第 16 号））の関係部分） 

 

 

 北秋田市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成 17 年北秋田市教育委

員会規則第６号）第４条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項

の規定に基づきこれを報告し、承認を求める。 

 

 

 

 

 

 

  令和８年４月 30 日提出 

 

            北秋田市教育委員会教育長  佐 藤 昭 洋 
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専決第 11号 

 

 

 

専 決 処 分 書 

 

 

 北秋田市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成 17 年北秋田市教育委

員会規則第６号）第４条第１項の規定により、教育委員会の議決すべき事件について特に緊

急を要するため、教育委員会を招集する時間的余裕がないことが明らかであることから、次

のとおり専決処分する。 

 

 

   １ 市議会提出議案に関する意見聴取について（専決処分の承認を求めることにつ

いて（専決第５号 令和７年度北秋田市一般会計補正予算（第 16 号））の関係部

分） 

 

 

 

 

 

  令和７年４月７日専決 

 

            北秋田市教育委員会教育長  佐 藤 昭 洋 
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北秋総０４００１２ 

令 和 ８ 年 ４ 月 ６ 日 

 

 北秋田市教育委員会 様 

 

北秋田市長  津 谷 永 光 

 

 

市議会提出議案に関する意見聴取について 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 62 号）第 29 条の規定

に基づき、次のとおり北秋田市教育委員会の意見を求めます。 

 

１ 案件名 

  専決処分の承認を求めることについて（専決第５号 令和７年度北秋田市一般会計

補正予算（第 16 号））の関係部分 

  専決処分の承認を求めることについて（専決第 10 号 令和８年度北秋田市一般会

計補正予算（第１号））の関係部分 

２ 提案議会 

  令和８年市議会第１回臨時会 

３ 回答期限 

  令和８年４月７日（火）正午 

４ 回答先 

  北秋田市総務部総務課総務係 
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            北秋教総０４０００７ 

令 和 ８ 年 ４ 月 ７ 日 

 

北秋田市長 津谷 永光 様 

 

北秋田市教育委員会     

 

 

市議会提出議案に関する意見聴取について（回答） 

 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29 条の規定に基づき、令和８年４月 

６日付け北秋総０４００１２にて意見を求められた次に示す議案について、異議あり 

ません。 

 

 

案件名 

   専決処分の承認を求めることについて（専決第５号 令和７年度北秋田市一般会

計補正予算（第 16 号））の関係部分 

   専決処分の承認を求めることについて（専決第 10 号 令和８年度北秋田市一般

会計補正予算（第１号）の関係部分 
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令和７年度 北秋田市一般会計補正予算（第16号） 

＜教育委員会関係分＞
 

 

15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25

be-soumu1
タイプライター
２　歳　　　入



26



27



28



29

be-soumu1
タイプライター
３　歳　　　出



30



31



32



33



34



承認第８号 

 

 

 

  市議会提出議案に関する意見聴取について（専決処分の承認を求めることについて（専

決第 10 号 令和８年度北秋田市一般会計補正予算（第１号）の関係部分）） 

 

 

 北秋田市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成 17 年北秋田市教育委

員会規則第６号）第４条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項

の規定に基づきこれを報告し、承認を求める。 

 

 

 

 

 

 

  令和８年４月 30 日提出 

 

            北秋田市教育委員会教育長  佐 藤 昭 洋 
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専決第 12号 

 

 

 

専 決 処 分 書 

 

 

 北秋田市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成 17 年北秋田市教育委

員会規則第６号）第４条第１項の規定により、教育委員会の議決すべき事件について特に緊

急を要するため、教育委員会を招集する時間的余裕がないことが明らかであることから、次

のとおり専決処分する。 

 

 

   １ 市議会提出議案に関する意見聴取について（専決処分の承認を求めることにつ

いて（専決第 10 号 令和８年度北秋田市一般会計補正予算（第１号）の関係部分） 

 

 

 

 

 

  令和８年４月７日専決 

 

            北秋田市教育委員会教育長  佐 藤 昭 洋 
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北秋総０４００１２ 

令 和 ８ 年 ４ 月 ６ 日 

 

 北秋田市教育委員会 様 

 

北秋田市長  津 谷 永 光 

 

 

市議会提出議案に関する意見聴取について 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 62 号）第 29 条の規定

に基づき、次のとおり北秋田市教育委員会の意見を求めます。 

 

１ 案件名 

  専決処分の承認を求めることについて（専決第５号 令和７年度北秋田市一般会計

補正予算（第 16 号））の関係部分 

  専決処分の承認を求めることについて（専決第 10 号 令和８年度北秋田市一般会

計補正予算（第１号））の関係部分 

２ 提案議会 

  令和８年市議会第１回臨時会 

３ 回答期限 

  令和８年４月７日（火）正午 

４ 回答先 

  北秋田市総務部総務課総務係 
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            北秋教総０４０００７ 

令 和 ８ 年 ４ 月 ７ 日 

 

北秋田市長 津谷 永光 様 

 

北秋田市教育委員会     

 

 

市議会提出議案に関する意見聴取について（回答） 

 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29 条の規定に基づき、令和８年４月 

６日付け北秋総０４００１２にて意見を求められた次に示す議案について、異議あり 

ません。 

 

 

案件名 

   専決処分の承認を求めることについて（専決第５号 令和７年度北秋田市一般会

計補正予算（第 16 号））の関係部分 

   専決処分の承認を求めることについて（専決第 10 号 令和８年度北秋田市一般

会計補正予算（第１号）の関係部分 
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令和８年度 北秋田市一般会計補正予算（第１号） 

＜教育委員会関係分＞
 

 

39



40



41



42



43



44



45
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議案第15号 

 

 

北秋田市公印の押印の見直しに伴う関係規則の整備に関する教育委員会規則の制

定について 

 

 

 

北秋田市公印の押印の見直しに伴う関係規則の整備に関する教育委員会規則を別紙の

とおり制定するものとする。 

 

 

令和８年４月30日提出 

 

 北秋田市教育委員会教育長  佐 藤 昭 洋 

 

 

 

提案理由 

令和８年４月１日より、行政事務の効率化及びペーパーレス化への対応を図るため、

北秋田市文書管理規程（平成17年北秋田市訓令第６号）の一部を改正し、市が施行する

文書のうち公印を押印する文書を明確化されたことを受け、教育委員会規則の所要の規

定の整備を行うものである。 
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令和８年 

北秋田市教育委員会規則第　号 

 

 

北秋田市公印の押印の見直しに伴う関係規則の整備に関する教育委員会規則 

 

 

 

北秋田市公印の押印の見直しに伴う関係規則の整備に関する教育委員会規則を次のよ

うに定める。 

 

 

　（北秋田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の施行に関する教

育委員会規則の一部改正） 

１　北秋田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の施行に関する教

育委員会規則（平成17年教育委員会規則第43号）の一部を次のように改正する。 

　　様式第１号、様式第２号及び様式第３号中「㊞」を削る。 

 

　（北秋田市立学校施設使用規則の一部改正） 

２　北秋田市立学校施設使用規則（平成17年教育委員会規則第20号）の一部を次のよう

に改正する。 

　　様式第１号中「□印 」を削る。 

様式第２号中「校長印」を削り、受領欄とする。 

 

　（北秋田市公民館管理規則の一部改正） 

３　北秋田市公民館管理規則（平成17年教育委員会規則第25条）の一部を次のように改

正する。 

　　様式第２号及び様式第３号中「㊞」を削る。 
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　（北秋田市阿仁ふるさと文化センター管理規則の一部改正） 

４　北秋田市阿仁ふるさと文化センター管理規則（平成17年教育委員会規則第33号）の

一部を次のように改正する。 

　　様式第２号中「□印 」を削る。 

 

　（北秋田市ひまわり陶芸ハウス管理規則） 

５　北秋田市ひまわり陶芸ハウス管理規則（令和６年教育委員会規則第５号）の一部を

次のように改正する。 

　　様式第２号中「○印 」を削る。 

 

（北秋田市民ふれあいプラザ管理規則の一部改正） 

６　北秋田市民ふれあいプラザ管理規則（平成28年教育委員会規則第７号）の一部を次

のように改正する。 

　　様式第２号から様式第５号までの規定中「○印 」を削る。  

 

　　　附　則 

　この告示は、令和８年４月１日から施行する。
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（資料）北秋田市公印の押印見直しに伴う関係規則の整備に関する規則　新旧対照表 
 改正後 改正前

 北秋田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の施行に

関する教育委員会規則の一部を改正する規則 

様式第１号（第３条関係）

北秋田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の施

行に関する教育委員会規則の一部を改正する規則 

様式第１号（第３条関係）

 

 

50

be-soumu1
矩形

be-soumu1
矩形



改正後 改正前

 北秋田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の施行に

関する教育委員会規則の一部を改正する規則 

様式第２号（第８条関係）

北秋田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の施

行に関する教育委員会規則の一部を改正する規則 

様式第２号（第８条関係）

 

51

be-soumu1
矩形

be-soumu1
矩形



改正後 改正前

 北秋田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の施行に

関する教育委員会規則の一部を改正する規則 

様式第３号（第10条関係）

北秋田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の施

行に関する教育委員会規則の一部を改正する規則 

様式第３号（第10条関係）

 

52

be-soumu1
矩形

be-soumu1
矩形



改正後 改正前

 北秋田市立学校施設使用規則 
様式第１号  
 

北秋田市立学校施設使用規則  
様式第１号 
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改正後 改正前

 北秋田市立学校施設使用規則 
様式第２号  
 

 
 
 
 
 
 

北秋田市立学校施設使用規則  
様式第２号 
 

54

be-soumu1
ライン



改正後 改正前

 
○北秋田市公民館管理規則 ○北秋田市公民館管理規則

 様式第２号（第４条関係） 様式第２号（第４条関係）
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改正後 改正前

 様式第３号（第６条関係） 

 

 

様式第３号（第６条関係） 
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改正後 改正前

  

　　〇北秋田市阿仁ふるさと文化センター管理規則 

様式第２号（第３条関係） 

 

 

 

　　〇北秋田市阿仁ふるさと文化センター管理規則 

様式第２号（第３条関係） 

 

 

57



改正後 改正前

 　〇北秋田市ひまわり陶芸ハウス管理規則 

様式第２号（第２条、第３条関係） 

 

　　〇北秋田市ひまわり陶芸ハウス管理規則 

様式第２号（第２条、第３条関係） 

 

58



改正後 改正前

 　　〇北秋田市民ふれあいプラザ管理規則 

様式第２号（第３条関係） 

 

 

　　〇北秋田市民ふれあいプラザ管理規則 

様式第２号（第３条関係） 

 

59



改正後 改正前

 様式第３号（第４条関係） 

 

 

様式第３号（第４条関係） 

 

 

60



改正後 改正前

 様式第４号（第４条関係） 

 

 

様式第４号（第４条関係） 
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改正後 改正前

 様式第５号（第５条関係） 様式第５号（第５条関係） 
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議案第16号 

 

 

北秋田市公印の押印の見直しに伴う関係告示の整備に関する教育委員会告示の制

定について 

 

 

 

北秋田市公印の押印の見直しに伴う関係告示の整備に関する教育委員会告示を別紙の

とおり制定するものとする。 

 

 

令和８年４月30日提出 

 北秋田市教育委員会教育長  佐 藤 昭 洋 

 

 

 

提案理由 

令和８年４月１日より、行政事務の効率化及びペーパーレス化への対応を図るため、

北秋田市文書管理規程（平成17年北秋田市訓令第６号）の一部を改正し、市が施行する

文書のうち公印を押印する文書を明確化されたことを受け、教育委員会告示の所要の規

定の整備を行うものである。 
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令和８年 

北秋田市教育委員会告示第 号 

 

 

北秋田市公印の押印の見直しに伴う関係告示の整備に関する教育委員会告示 

 

 

 

北秋田市公印の押印の見直しに伴う関係告示の整備に関する教育委員会告示を次のよ

うに定める。 

 

 

 （北秋田市教育委員会後援等の名義使用に関する事務取扱要綱の一部改正） 

１ 北秋田市教育委員会後援等の名義使用に関する事務取扱要綱（平成26教育委員会告

示第１号）の一部を次のように改正する。 

  様式第２号、様式第３号及び様式第５号中「□印」を削る。 

 

 （北秋田市立学校児童生徒各種大会出場費補助金交付要綱の一部改正） 

２ 北秋田市立学校児童生徒各種大会出場費補助金交付要綱（平成17年教育委員会訓令

第４号）の一部を次のとおり改正する。  

  様式中「㊞」を削る。  

 

   附 則 

 この告示は、令和８年４月１日から施行する。 
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（資料）北秋田市公印の押印の見直しに伴う関係告示の整備に関する教育委員会告示 新旧対照表 

改正後 改正前 

北秋田市教育委員会後援等の名義使用に関する事務取扱要綱  

様式第２号  

北秋田市教育委員会後援等の名義使用に関する事務取扱要綱  

様式第２号  
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改正後 改正前 

北秋田市教育委員会後援等の名義使用に関する事務取扱要綱  

様式第３号  

北秋田市教育委員会後援等の名義使用に関する事務取扱要綱  

様式第２号  
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改正後 改正前 

北秋田市教育委員会後援等の名義使用に関する事務取扱要綱  

様式第５号  

北秋田市教育委員会後援等の名義使用に関する事務取扱要綱  

様式第２号  
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改正後 改正前 

北秋田市立学校児童生徒各種大会出場費補助金交付要綱 北秋田市立学校児童生徒各種大会出場費補助金交付要綱 

様式第１号（第６条関係） 様式第１号（第６条関係） 

北秋田市立学校児童生徒各種大会出場費補助金交付申請書  

  年 月 日  

 

北秋田市長      様  

               

                   住   所  

                   団 体 名  

                   代表者氏名       

 

    年度において、次のとおり補助金を交付されるよう北秋田市立学

校児童生徒各種大会出場費補助金交付要綱第６条に基づき申請します。  

 

 

１．大 会 の 名 称     

 

２．補助金等の申請額    ￥                  ．－  

 

３．補助金等の目的     

  及 び 内 容     

 

４．補助事業等の実施期間   年 月 日 ～  年 月 日  

 

５．添 付 書 類     事業実施計画書  

              収支予算書 

              大会要項の写し  

               プログラム等の写し 

 

 

 

 

 

 

北秋田市立学校児童生徒各種大会出場費補助金交付申請書  

  年 月 日  

 

北秋田市長      様  

               

                   住   所  

                   団 体 名  

                   代表者氏名       ㊞  

 

    年度において、次のとおり補助金を交付されるよう北秋田市立学

校児童生徒各種大会出場費補助金交付要綱第６条に基づき申請します。  

 

 

１．大 会 の 名 称     

 

２．補助金等の申請額    ￥                  ．－  

 

３．補助金等の目的     

  及 び 内 容     

 

４．補助事業等の実施期間   年 月 日 ～  年 月 日  

 

５．添 付 書 類     事業実施計画書  

              収支予算書 

              大会要項の写し  

               プログラム等の写し 
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改正後 改正前 

様式第２号（第７条関係） 

北秋田市立学校児童生徒各種大会出場費補助金交付決定通知書  

 

指 令 番 号 

   年 月 日  

 

           様 

 

 

             北秋田市長 

 

  年  月  日付けで申請があった補助金については、次のと

おり交付することに決定したので、北秋田市立学校児童生徒各種大会出場

費補助金交付要綱第７条に基づき通知します。  

 

   

１．大 会 の 名 称     

 

２．補助金等の決定額    ￥        ．－  

 

３．補助事業等の目的    

                               

４．交 付 条 件 

 

１．補助金等は交付の目的以外に使用しないこと。  

２．補助事業等の内容の変更または事業を中止する場合は市長の承認

を受けること。  

３．補助事業等が完了したときは、速やかに実績報告書を提出するこ

と。  

４．その他市長の指示に従うこと。 

 

様式第２号（第７条関係） 

北秋田市立学校児童生徒各種大会出場費補助金交付決定通知書  

 

指 令 番 号 

   年 月 日  

 

 

           様 

 

北秋田市長        ㊞ 

 

  年  月  日付けで申請があった補助金については、次のと

おり交付することに決定したので、北秋田市立学校児童生徒各種大会出場

費補助金交付要綱第７条に基づき通知します。  

 

   

１．大 会 の 名 称     

 

２．補助金等の決定額    ￥        ．－  

 

３．補助事業等の目的    

                               

４．交 付 条 件 

 

１．補助金等は交付の目的以外に使用しないこと。  

２．補助事業等の内容の変更または事業を中止する場合は市長の承認

を受けること。  

３．補助事業等が完了したときは、速やかに実績報告書を提出するこ

と。  

４．その他市長の指示に従うこと。 
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改正後 改正前 

様式第３号（第13条関係） 

北秋田市立学校児童生徒各種大会出場費補助金実績報告書  

 

  年 月 日  

 

北秋田市長      様  

 

                   住   所 
                   団 体 名  

                   代表者氏名        

 

補助事業が終了したので、その実績を次のとおり報告します。  

 

 １． 大 会 の 名 称       

 

２． 補助事業等の種類       

 

３． 補 助 金 等 決 定 額      ￥        ．－  

 

４． 補 助 金 等 実 績 額      ￥        ．－  

 

５． 差 引 増 減 額      ￥        ．－  

 

６． 交 付 決 定 年 月 日          年  月  日  

 

７． 交付決定通知書指令番号    指令     号  

 

８． 補助事業等終了日          年  月  日  

 

９． 添 付 書 類       事業実施報告書  

               収支決算書  

                    領収書の写し  

                    大会結果 

様式第３号（第13条関係） 

北秋田市立学校児童生徒各種大会出場費補助金実績報告書  

 

  年 月 日  

 

北秋田市長      様  

 

                   住   所 
                   団 体 名  

                   代表者氏名       ㊞  

 

補助事業が終了したので、その実績を次のとおり報告します。  

 

 １． 大 会 の 名 称       

 

２． 補助事業等の種類       

 

３． 補 助 金 等 決 定 額      ￥        ．－  

 

４． 補 助 金 等 実 績 額      ￥        ．－  

 

５． 差 引 増 減 額      ￥        ．－  

 

６． 交 付 決 定 年 月 日          年  月  日  

 

７． 交付決定通知書指令番号    指令     号  

 

８． 補助事業等終了日          年  月  日  

 

９． 添 付 書 類      事業実施報告書  

              収支決算書  

                    領収書の写し  

                    大会結果 
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改正後 改正前 

様式第４号（第14条関係） 

北秋田市立学校児童生徒各種大会出場費補助金確定通知書  

 

番     号  

  年 月 日  

 

 

          様 

 

 

                北秋田市長 

 

 

     年  月  日付け指令  号で交付決定した補助金につい

ては、平成１７年  月  日付けの実績報告に基づき次のとおり交付額を

確定したので、北秋田市立学校児童生徒各種大会出場費補助金交付要綱第

14条に基づき通知します。  

  

 

  １．大 会 の 名 称 

 

  ２．補助金等の確定額    ￥        ．－ 

様式第４号（第14条関係） 

北秋田市立学校児童生徒各種大会出場費補助金確定通知書  

 

番     号  

  年 月 日  

 

 

          様 

 

 

              北秋田市長       ㊞ 

 

 

     年  月  日付け指令  号で交付決定した補助金につい

ては、平成１７年  月  日付けの実績報告に基づき次のとおり交付額を

確定したので、北秋田市立学校児童生徒各種大会出場費補助金交付要綱第

14条に基づき通知します。  

  

 

  １．大 会 の 名 称 

 

  ２．補助金等の確定額    ￥        ．－ 
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改正後 改正前 

様式第５号（第11条関係） 様式第５号（第11条関係） 

北秋田市立学校児童生徒各種大会出場費補助金変更申請書  

 

    年 月 日  

 

 

 

北秋田市長      様  

 

 

                 住   所               

                 団 体 名             

             代表者氏名       

 

 年 月 日付け指令  号で交付の決定を受けた補助金につい

て、交付決定額に変更が生じたので、北秋田市立学校児童生徒各種大会

出場費補助金等交付要綱第11条に基づき額の変更を申請します。  

 

 

１．大 会 の 名 称                            

             

２．事業完了予定年月日        年  月  日  

 

  ３．補助金等の決定額    ￥        ．－  

 

  ４．補助金等の変更額    ￥        ．－  

 

  ５．補助金等変更理由     

 

 

 

 

 

北秋田市立学校児童生徒各種大会出場費補助金変更申請書  

 

    年 月 日  

 

 

 

北秋田市長      様  

 

 

                 住   所               

                 団 体 名             

                          代表者氏名         ㊞ 

 

年 月 日付け指令   号で交付の決定を受けた補助金につい

て、交付決定額に変更が生じたので、北秋田市立学校児童生徒各種大会

出場費補助金等交付要綱第11条に基づき額の変更を申請します。  

 

 

１．大 会 の 名 称                            

             

２．事業完了予定年月日        年  月  日  

 

  ３．補助金等の決定額    ￥        ．－  

 

  ４．補助金等の変更額    ￥        ．－  

 

  ５．補助金等変更理由 
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改正後 改正前 

様式第６号（第12条関係） 様式第６号（第12条関係） 

北秋田市立学校児童生徒各種大会出場費補助金変更決定通知書  

 

番     号  

  年 月 日  

 

 

 

          様 

 

 

                  北秋田市長        

 

 

     年  月  日付けで変更申請があった補助金については、次

のとおり変更することに決定したので、北秋田市立学校児童生徒各種大会

出場費補助金交付要綱第12条に基づき通知します。  

 

 

  １．大 会 の 名 称     

    

 ２．補助金等決定額    ￥        ．－  

 

 ３．変 更 後 決 定 額    ￥        ．－  

 

 ４．そ の 他 

 

 

 

 

北秋田市立学校児童生徒各種大会出場費補助金変更決定通知書  

 

番     号  

  年 月 日  

 

 

 

          様 

 

 

                  北秋田市長       ㊞ 

 

 

     年  月  日付けで変更申請があった補助金については、次

のとおり変更することに決定したので、北秋田市立学校児童生徒各種大会

出場費補助金交付要綱第12条に基づき通知します。  

 

 

  １．大 会 の 名 称     

    

 ２．補助金等決定額    ￥        ．－  

 

 ３．変 更 後 決 定 額    ￥        ．－  

 

 ４．そ の 他 
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改正後 改正前 

様式第７号（第８条関係） 様式第７号（第８条関係） 

北秋田市立学校児童生徒各種大会出場費補助金取下げ書  

 

  年 月 日  

 

 

北秋田市長      様  

 

                  住   所  

                  団 体 名  

                  代表者氏名             

 

 

      年  月  日付指令  号で交付の決定を受けた補助金

について、下記理由のため、北秋田市立学校児童生徒各種大会出場費補

助金第８条に基づき取下げします。  

 

 

  １．大 会 の 名 称 

 

  ２．補助金等交付決定額    ￥        ・－  

 

 ３．取 下 げ 理 由     

 

 

北秋田市立学校児童生徒各種大会出場費補助金取下げ書  

 

  年 月 日  

 

 

北秋田市長      様  

 

                  住   所  

                  団 体 名  

                  代表者氏名        ㊞  

 

 

      年  月  日付指令  号で交付の決定を受けた補助金

について、下記理由のため、北秋田市立学校児童生徒各種大会出場費補

助金第８条に基づき取下げします。  

 

 

  １．大 会 の 名 称 

 

  ２．補助金等交付決定額    ￥        ・－  

 

 ３．取 下 げ 理 由     
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改正後 改正前 

様式第８号（第９条関係） 様式第８号（第９条関係） 

北秋田市立学校児童生徒各種大会出場費補助金取消し通知書  

 

  番     号  

  年 月 日  

 

 

          様 

 

 

            北秋田市長  

 

 

 

  年  月  日付指令北秋  号で交付の決定をした補助金

について下記のとおり取消ししたので、北秋田市立学校児童生徒各種大

会出場費補助金交付要綱第９条  

に基づき通知します。  

 

  

 

１．取消しする事項 

 

２．取 消 し の 理 由 

 

３．既 交 付 決 定 額      ￥        .－  

  

４．取消し後の交付決定額     ￥        .－  

 

 

 

 

 

北秋田市立学校児童生徒各種大会出場費補助金取消し通知書  

 

  番     号  

  年 月 日  

 

 

          様 

 

 

             北秋田市長         ㊞  

 

 

 

  年  月  日付指令北秋  号で交付の決定をした補助金

について下記のとおり取消ししたので、北秋田市立学校児童生徒各種大

会出場費補助金交付要綱第９条  

に基づき通知します。  

 

  

 

１．取消しする事項 

 

２．取 消 し の 理 由 

 

３．既 交 付 決 定 額      ￥        .－  

  

４．取消し後の交付決定額    ￥        .－  
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改正後 改正前 

様式第９号（第15条第３項関係） 様式第９号（第15条第３項関係） 

北秋田市立学校児童生徒各種大会出場費補助金前金払承認申請書  

 

   年 月 日  

 

北秋田市長       様  

 

 

                 住   所  

                 団 体 名  

                 代表者氏名     

 

     年  月  日付け指令  号で交付の決定を受けた補助金

について、交付決定の内容及び補助等の条件に従い事業を完全に遂行しま

すので、北秋田市立学校児童生徒各種大会出場費補助金等交付要綱第15条

第３項に基づき前金払を受けたく申請します。  

 

 

１．大 会 の 名 称      

 

２．事業完了予定年月日        年  月  日  

 

  ３．補助金等の決定額    ￥        ．－  

 

  ４．既 受 領 額    ￥        ．－  

 

  ５．今 回 請 求 額    ￥        ．－  

 

  ６．前 金 払 申 請 理 由     

北秋田市立学校児童生徒各種大会出場費補助金前金払承認申請書  

 

   年 月 日  

 

北秋田市長       様  

 

 

                 住   所  

                 団 体 名  

                 代表者氏名    ㊞ 

 

     年  月  日付け指令  号で交付の決定を受けた補助金

について、交付決定の内容及び補助等の条件に従い事業を完全に遂行しま

すので、北秋田市立学校児童生徒各種大会出場費補助金等交付要綱第15条

第３項に基づき前金払を受けたく申請します。  

 

 

１．大 会 の 名 称      

 

２．事業完了予定年月日        年  月  日  

 

  ３．補助金等の決定額    ￥        ．－  

 

  ４．既 受 領 額    ￥        ．－  

 

  ５．今 回 請 求 額    ￥        ．－  

 

６．前 金 払 申 請 理 由     
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改正後 改正前 

様式第10号（第15条第４項関係） 様式第10号（第15条第４項関係） 

北秋田市立学校児童生徒各種大会出場費補助金前金払承認通知書  

 

番     号  

  年 月 日  

 

 

 

         様  

 

 

                  北秋田市長        

 

     年  月  日付けで申請があった補助金の前金払について

は、下記のとおり承認したので、北秋田市立学校児童生徒各種大会出場費

補助金交付要綱第15条第４項に基づき通知します。  

 

 

  １．大 会 の 名 称     

    

 ２．補助金等決定額    ￥        ．－  

 

 ３．前 金 払 決 定 額    ￥        ．－  

 

 ４．そ の 他 

 

 

北秋田市立学校児童生徒各種大会出場費補助金前金払承認通知書  

 

番     号  

  年 月 日  

 

 

 

         様  

 

 

                  北秋田市長       ㊞ 

 

     年  月  日付けで申請があった補助金の前金払について

は、下記のとおり承認したので、北秋田市立学校児童生徒各種大会出場費

補助金交付要綱第15条第４項に基づき通知します。  

 

 

  １．大 会 の 名 称     

    

 ２．補助金等決定額    ￥        ．－  

 

 ３．前 金 払 決 定 額    ￥        ．－  

 

 ４．そ の 他 

 

 

  

附 則  

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。  
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報告第４号 

 

 

 

  専決処理の報告について（専決第 10 号 北秋田市教育委員会事務局職員への休職発令

について） 

 

 

 北秋田市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成 17 年教育委員会規則

第６号）第３条第１項の規定により、別紙のとおり専決処理したのでこれを報告する。 

 

 

 

 

 

 

  令和８年４月 30 日提出 

 

            北秋田市教育委員会教育長  佐 藤 昭 洋 
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専決第 10号 

 

 

 

専 決 処 理 書 

 

 

 北秋田市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成 17 年教育委員会規則

第６号）第３条第１項の規定により、次のとおり専決処理する。 

 

 

   １ 北秋田市教育委員会事務局職員への休職発令について 

 

  生涯学習課副主幹 休職期間：令和８年１月 24日 ～ 令和８年１月 27日 

 

 

 

  令和８年１月 24 日専決 

 

            北秋田市教育委員会教育長  佐 藤 昭 洋 

80



報告第５号 

 

 

専決処理の報告について（専決第 13 号 北秋田市幼保小架け橋委員会委員の委

嘱について） 

 

 

 

北秋田市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成 17 年教育委員会

規則第６号）第３条第１項の規定により、別紙のとおり専決処理したので、同条第２項

の規定に基づきこれを報告する。 

 

 

令和８年４月 30 日提出 

北秋田市教育委員会教育長 佐 藤 昭 洋 
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専決第 13 号 

 

 

専 決 処 理 書 

 

 

 

北秋田市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成 17 年教育委員会

規則第６号）第３条第１項の規定により、別紙のとおり専決処理する。 

 

 

 

  １ 北秋田市幼保小架け橋委員会委員の委嘱について 

 

 

 

令和８年４月１日専決 

北秋田市教育委員会教育長 佐 藤 昭 洋 
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任期：

№ 委　員　区　分 職　　名 氏　　名 備考

1 北秋田市校長会 鷹巣東小学校長 大髙　聖子

2 北秋田市教頭会 義務教育学校阿仁学園副校長 矢幡香緒理

3 北秋田市就学前施設管理職　公立 米内沢保育園長 福嶋　智子

4 北秋田市就学前施設管理職　私立
幼保連携型認定こども園
しゃろーむ　副園長

藤嶋　匡祥

5 学校関係者
鷹巣小学校　教諭（通級指導教室
担当）

木村　明美

6 　学校関係者 清鷹小学校（１年担任） 松橋　智子

7 　就学前施設関係者
幼保連携型認定こども園
あいかわ保育園　主幹教諭

金田　由佳

8 就学前施設関係者 鷹巣中央保育園　教育班長 長谷川朝子

9 就学前施設関係者 綴子保育園　主任　 佐藤ひとみ

10 　教育委員会 政策監兼学校教育課長 小林　陽介

11 　教育委員会 架け橋コーディネーター 庄司美穂子

12 　こども課 こども課長 冨谷　和史

13 　こども課 教育・保育アドバイザー 金　　尚美

14 　こども課 教育・保育アドバイザー 　鈴木千佳子　

　　　令和８年度　北秋田市幼保小架け橋委員会委員名簿

令和８年４月１日
令和９年３月３１日
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報告第６号 

 

 

専決処理の報告について（専決第 14 号 北秋田市教育支援委員会委員の委嘱に

ついて） 

 

 

 

北秋田市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成 17 年教育委員会

規則第６号）第３条第１項の規定により、別紙のとおり専決処理したので、同条第２項

の規定に基づきこれを報告する。 

 

 

令和８年４月 30 日提出 

北秋田市教育委員会教育長 佐 藤 昭 洋 
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専決第 14 号 

 

 

専 決 処 理 書 

 

 

 

北秋田市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成 17 年教育委員会

規則第６号）第３条第１項の規定により、別紙のとおり専決処理する。 

 

 

 

  １ 北秋田市教育支援委員会委員の委嘱について 

 

 

 

令和８年４月１日専決 

北秋田市教育委員会教育長 佐 藤 昭 洋 
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任期：

№ 委　員　区　分 職　　名 氏　　名 備考

1 小児科医 北秋田市民病院 野口　博生

2 小児科医 北秋田市立米内沢診療所副所長 佐藤　隆之

3 公認心理師 公認心理師 小林　寛幸 小委員会

4 北秋田市校長会 鷹巣中学校長 山田　　理

5 北秋田市教頭会 阿仁学園副校長 矢旗香緒理

6 北秋田市立就学前施設 阿仁合保育園長　　　　 松橋　皆子

7 　療育関係者 もろびこども園　管理者 中村　智子 小委員会

8 秋田県教育庁北教育事務所 指導主事 鎌田亜希子 小委員会

9 特別支援学校 比内支援学校たかのす校副校長 佐藤　　明 小委員会

10 特別支援教育地域センター 特別支援教育アドバイザー 河田　洋子

11 通級指導教室担当（鷹巣小学校） 鷹巣小学校教諭 木村　明美

12 通級指導教室担当（鷹巣中学校） 鷹巣中学校教諭 武田恵美子

13 北秋田市福祉事務所 　家庭相談員 森岡恵理奈 小委員会

14 北秋田市こども課母子保健係 主査 戸沢　裕美 小委員会

事務局（北秋田市教育委員会）

　　　令和８年度　北秋田市教育支援委員会委員名簿

令和７年４月　１日
令和９年３月３１日

教育長　佐藤 昭　　政策監兼学校教育課長　小林 陽介　　推進監　成田 正子　　学籍担当　白渡 わかな
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報告第７号 

 

 

専決処理の報告について（専決第 15 号 北秋田市不登校対策検討委員会委員の

委嘱について） 

 

 

 

北秋田市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成 17 年教育委員会

規則第６号）第３条第１項の規定により、別紙のとおり専決処理したので、同条第２項

の規定に基づきこれを報告する。 

 

 

令和８年４月 30 日提出 

北秋田市教育委員会教育長 佐 藤 昭 洋 
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専決第 15 号 

 

 

専 決 処 理 書 

 

 

 

北秋田市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成 17 年教育委員会

規則第６号）第３条第１項の規定により、別紙のとおり専決処理する。 

 

 

 

  １ 北秋田市不登校対策検討委員会委員の委嘱について 

 

 

 

令和８年４月１日専決 

北秋田市教育委員会教育長 佐 藤 昭 洋 
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令和８年度　北秋田市不登校対策検討委員会　委員名簿

NO. 所　属 役　職 名　前

1 学識経験者 秋田大学大学院 教授 和田　　渉

2 医師 北秋田市民病院 院長 相澤　俊朗

3 ソーシャルワーカー 秋田県教育庁北教育事務所 ＳＳＷ 御船美喜雄

4 カウンセラー － ＳＣ 小林　寛幸

5 学校関係者 森吉中学校 校長 小林　浩之

6 健康福祉部医療健康課 副主幹 渡部　聖子

7 こども課子育て相談係 係長 佐藤　稚子

8 北秋田市さわやか教室 指導員 嘉藤　貴子

9 あきたリフレッシュ学園 社会教育主事 湊　　貞宗

10 関係相談機関職員 福祉事務所 家庭相談員 佐藤スゲ子

11 教育総務課 教育総務課長 池田　恒平

12 学校教育課 政策監兼学校教育課長 小林　陽介

13 学校教育課 推進監 髙橋　裕樹

（任期：令和８年４月１日～令和９年３月３１日）

関係行政機関職員

教育委員会職員
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報告第８号 

 

 

専決処理の報告について（専決第 16 号 学校医等の委嘱について） 

 

 

 

北秋田市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成 17 年教育委員会

規則第６号）第３条第１項の規定により、別紙のとおり専決処理したので、同条第２項

の規定に基づきこれを報告する。 

 

 

令和８年４月 30 日提出 

北秋田市教育委員会教育長 佐 藤 昭 洋 
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専決第８号 

 

 

専 決 処 理 書 

 

 

 

北秋田市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成 17 年教育委員会

規則第６号）第３条第１項の規定により、別紙のとおり専決処理する。 

 

 

 

  １ 学校医等の委嘱について 

 

 

 

令和８年４月１日専決 

北秋田市教育委員会教育長 佐 藤 昭 洋 
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※敬称略

No 学校名

遠藤　勝實 遠藤クリニック 森川　公彦 森川歯科医院

児玉　達彦 児玉内科クリニック 奈良　大樹 奈良歯科医院

2 鷹巣東小学校 田村　豐一 たむら内科クリニック 石川　光 たかのす歯科クリニック 小林　真 小林眼科医院 丸屋　信一郎 まるや耳鼻科クリニック 佐藤　椋 北秋調剤薬局

3 綴子小学校 上田　忠 うえだクリニック 中川　祥 市民病院 小林　真 小林眼科医院 丸屋　信一郎 まるや耳鼻科クリニック 蒔苗　千秋 昭和堂薬局第七薬局

4 清鷹小学校 近藤　義任 近藤医院 中川　祥 市民病院 小林　真 小林眼科医院 丸屋　信一郎 まるや耳鼻科クリニック 佐々木 優太 米代薬局

5 米内沢小学校 高橋　賢郎 市立米内沢診療所 伊藤　剛 くるみ歯科医院 小林　真 小林眼科医院 加谷　悠 秋田大学附属病院 福田　豊浩 福田薬局

6 合川小学校 齋藤　浩太郎 合川診療所 伊東　恵寿 米内沢歯科 小林　真 小林眼科医院 加谷　悠 秋田大学附属病院 松中　啓次 北秋調剤薬局

田村　知大 たむら内科クリニック 加賀谷 保 加賀谷歯科医院

安次嶺　拓馬 あじみね内科医院 奈良　大樹 奈良歯科医院

8 森吉中学校 高橋　賢郎 市立米内沢診療所 伊藤　剛 くるみ歯科医院 小林　真 小林眼科医院 加谷　悠 秋田大学附属病院 福田　豊浩 福田薬局

9 合川中学校 齋藤　浩太郎 合川診療所 伊東　恵寿 米内沢歯科 小林　真 小林眼科医院 加谷　悠 秋田大学附属病院 松中　啓次 北秋調剤薬局

10 阿仁学園 太田　英樹 市立阿仁診療所 小松　直子 市立阿仁診療所 小林　真 小林眼科医院 加谷　悠 秋田大学附属病院 三澤　恭子 あにあい薬局

令和８年度北秋田市立学校　学校医名簿 任期　自　令和８年　４月　１日

　　　至　令和９年　３月３１日

※任期：令和８年　４月　１日～令和10年　３月３１日

内科 歯科医名 眼科 耳鼻科 薬剤師

1 鷹巣小学校 小林　真 小林眼科医院 丸屋　信一郎 まるや耳鼻科クリニック 藤島　哲大 大館市立総合病院

7 鷹巣中学校 小林　真 小林眼科医院 丸屋　信一郎 まるや耳鼻科クリニック 佐々木　一成 昭和堂薬局第六薬局
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報告第９号 

 

 

専決処理の報告について（専決第 17 号 北秋田市学校結核対策委員会委員の委

嘱について） 

 

 

 

北秋田市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成 17 年教育委員会

規則第６号）第３条第１項の規定により、別紙のとおり専決処理したので、同条第２項

の規定に基づきこれを報告する。 

 

 

令和８年４月 30 日提出 

北秋田市教育委員会教育長 佐 藤 昭 洋 
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専決第 17 号 

 

 

専 決 処 理 書 

 

 

 

北秋田市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成 17 年教育委員会

規則第６号）第３条第１項の規定により、別紙のとおり専決処理する。 

 

 

 

  １ 北秋田市学校結核対策委員会委員の委嘱について 

 

 

 

令和８年４月１日専決 

北秋田市教育委員会教育長 佐 藤 昭 洋 
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令和8年度北秋田市学校結核対策委員会委員名簿

区　　分 所　　属 氏　名 備　考

保健所長 北秋田保健所 相澤　寛

医師会の代表 児玉内科クリニック 児玉　達彦 会長

結核の専門家 北秋田市民病院 野口　博生

学校医の代表 医療法人豊知会たむら内科クリニック 田村　豐一 副会長

校長会の代表 米内沢小学校 成田　彦智

養護教諭の代表 鷹巣小学校 今井小百合

市保健センター職員 北秋田市医療健康課 畠山　英利

　　（事務局）　　　北秋田市教育委員会

教　育　長 佐藤　昭洋

政策監兼学校教育課長 小林　陽介

学校教育課係長 金　幸子

学校教育課副主幹 佐藤　礼介

（任期：令和７年４月１日～令和９年３月３１日）
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報告第 10 号 

 

 

専決処理の報告について（専決第 18 号 学校事務共同実施グループリーダー等

の任命について） 

 

 

 

北秋田市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成 17 年教育委員会

規則第６号）第３条第１項の規定により、次のとおり専決処理したので、同条第２項の

規定に基づきこれを報告する。 

 

 

 

令和８年４月 30 日提出 

北秋田市教育委員会教育長  佐 藤 昭 洋 
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専決第 18 号 

 

 

専 決 処 理 書 

 

 

 

北秋田市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成 17 年教育委員会

規則第６号）第３条第１項の規定に基づき、次のとおり専決処理する。 

 

 

１ 学校事務共同実施グループリーダー等の任命 

発令名 所属校名 職・氏名 

グループリーダー・事務長 北秋田市立鷹巣小学校 主任主査 田中 克典 

グループリーダー・事務長 北秋田市立森吉中学校 主任主査 菅原 裕美 

グループリーダー 北秋田市立鷹巣中学校 統括事務長 鈴木真樹 

 

 

令和８年４月１日専決 

北秋田市教育委員会教育長  佐 藤 昭 洋 

 

 

 

 

 

 

 

 

102


	次第
	1.教育長動静
	教育総務課報告
	学校教育課報告
	生涯学習課報告
	工事発注一覧表
	承認第7号
	承認第8号
	議案第15号
	議案第16号
	報告第4号
	報告第5号
	報告第6号
	報告第7号
	報告第8号
	報告第9号
	報告第10号



